
業務の
区分

当該業務に係る
行政文書の類型

大分類 中分類
小分類

（行政文書ファイル等
の名称）

保存
期間

文書管理規則の
別表第２の該当
事項・業務の区
分

保存
満了
時の
措置

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
11
12
個人又は法
人の権利義
務の得喪及
びその経緯

(2)許認可
等に関す
る重要な
経緯

行政文書開示請
求又は保有個人
情報開示請求に
対する開示決定
等処分をするた
めの決裁文書そ
の他当該処分に
至る過程が記録
された文書

個人又は法人の権利義務の
得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

情報公開請求（〇年度） 10年(国立
公文書館
への移管
の措置を
とるべき
ことを定
めたもの
に限る。)
又は許認
可等の効
力が消滅
する日に
係る特定
日以後５
年

２(1)①11(2)
２(1)①12(2)

廃棄

職員の人事に関する事項
13 職員の人事
に関する事
項

⑷退職手
当の支給
に関する
重要な経
緯

退職手当の支給
に関する決定の
内容が記録され
た文書及び当該
決定に至る過程
が記録された文
書（十九の項）

人事 総括 非常勤職員関係（〇年度） 支給制限
その他の
支給に関
する処分
を行うこ
とができ
る期間又
は５年の
いずれか
長い期間

２(1)①13(4) 廃棄

その他の事項
15 予算及び決
算に関する
事項

⑵歳入及
び歳出の
決算報告
書並びに
国の債務
に関する
計算書の
作製その
他の決算
に関する
重要な経
緯（５の
項⑵及び
⑷に掲げ
るものを
除く。）

④①から③まで
に掲げるものの
ほか、決算の提
出に至る過程が
記録された文書
（二十二の項
ニ）

予算決算 総括 予算要求説明資料関係（〇
年度）
旅費等会計関係（〇年度）

５年 ２(1)①15(2) 廃棄

具体例

令和3年9月24日　改正

・開示請求書
・処分案決裁
・開示決定等文書
・処分経緯
・開示請求受付簿

・調書

・調書

＜国会等移転審議会事務局＞標準文書保存期間基準（保存期間表）
平成30年4月1日から適用

令和5年3月24日　改正

事　項
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業務の
区分

当該業務に係る
行政文書の類型

大分類 中分類
小分類

（行政文書ファイル等
の名称）

保存
期間

文書管理規則の
別表第２の該当
事項・業務の区
分

保存
満了
時の
措置

具体例事　項

21 国会及び審
議会等にお
ける審議等
に関する事
項

⑴国会審
議（１の
項から20
の項まで
に掲げる
ものを除
く。）

国会審議文書
（二十九の項）

国会 国会関係（〇年度） 10年 ２(1)①21(1) 移管

(2)審議会
等（１の
項から20
の項まで
に掲げる
ものを除
く。）

審議会等文書
（二十九の項）

審議会 国会等移転審議会答申手続
関係（〇年度）
国会等移転審議会資料・議
事録関係（〇年度）
国会等移転審議会委員等任
免関係（〇年度）

10年 ２(1)①21(2) 移管

文書の管理
等に関する
事項

文書の管
理等

①行政文書ファ
イル管理簿その
他の業務に常時
利用するものと
して継続的に保
存すべき行政文
書（三十の項）

その他庶務一般（〇年度） 常用（無
期限）

２(1)①22 廃棄

②取得した文書
の管理を行うた
めの帳簿（三十
一の項）

・受付簿 ５年

③決裁文書の管
理を行うための
帳簿（三十二の
項）

・決裁簿 文書管理関係（〇年度） 30年

・行政文書ファイル管理簿
・標準文書保存期間基準

総括

22 文書管理 総括

・議員への説明
・趣旨説明
・想定問答
・答弁書
・国会審議録

・開催経緯
・諮問
・議事の記録
・配付資料
・中間答申、最終答申、
中間報告、最終報告、
建議、提言
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業務の
区分

当該業務に係る
行政文書の類型

大分類 中分類
小分類

（行政文書ファイル等
の名称）

保存
期間

文書管理規則の
別表第２の該当
事項・業務の区
分

保存
満了
時の
措置

具体例事　項

④行政文書ファ
イル等の移管又
は廃棄の状況が
記録された帳簿
（三十三の項）

・移管・廃棄簿 文書管理関係（〇年度） 20年
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